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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 沈没 

発生日時 令和４年９月４日 １８時００分ごろ 

発生場所 東京都小笠原
お が さわ ら

村沖ノ鳥
お き のと り

島南南西方沖（フィリピン共和国ミンダナオ島

北東方沖） 

 沖ノ鳥島灯台から真方位２１１°５５０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯１２°２５.０′ 東経１３１°１８.０′） 

事故の概要  漁船第八裕
ゆう

盛
せい

丸は、航行中、機関室に浸水して沈没した。 

事故調査の経過 令和４年１０月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八裕盛丸、１９.９８トン 

 ＯＮ２－０５６０（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９９ｍ（Lr）×３.７０ｍ×１.５０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３６kＷ、昭和５１年１１月１２日 

第２９６－１５６３８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６７歳 

一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１７年８月１１日 

  免許証交付日 令和２年９月１７日 

         （令和８年１月２５日まで有効） 

 六級海技士（機関） 

   免 許 年 月 日 平成８年１１月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１０月１０日 

  免状有効期間満了日 令和５年１０月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人（全員インドネシア共和国籍）が乗り組み、

令和４年８月８日１０時００分ごろ沖縄県那覇
な は

市泊
とまり

漁港を出航し、 

フィリピン共和国ミンダナオ島北東方沖でま
．
ぐろ
．．

浮きはえ
．．

縄漁の操業

を終え、９月４日０４時００分ごろ泊漁港に向けて約６.５ノットの
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対地速力で帰航を開始した。 

船長は、０７時５０分ごろ見回りのため機関室へ入った際、主機の

中程の高さまで浸水し、ビルジポンプの電動機が水没していることを

認め、乗組員により排水できる状況ではないと思い、乗組員４人を操

舵室に集めて状況を説明し、主機を停止して漂泊を始めた。 

船長は、０８時１０分ごろ、付近の漁場で操業していた僚船船長に

無線で救助を依頼するとともに、漁業無線局へ本船の機関室に浸水が

生じて僚船に救助を依頼した旨の通報を行った。その後、本船は、 

ディーゼル発電機からの船内電源の供給を失った。 

船長及び乗組員４人は、１３時００分ごろ僚船による救助に備えて

救命筏を投下して移乗し、１４時００分ごろ来援した僚船に救助され

た。 

本船は、１８時００分ごろ沈没した。 

船長及び乗組員４人を救助した僚船は、本船の沈没を見届けてから

帰航を始め、１２日１９時３０分ごろ泊漁港に帰港した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 船長は、３日０８時００分ごろに機関室内で点検を行った際、主機

を始めとする機器類及び配管等から海水の漏えいがないことを確認し

ていた。 

本船には、機関室ビルジ液面高位警報（以下「ビルジ警報」とい

う。）装置が装備されていた。 

船長は、ビルジ警報が鳴っていなかったので、浸水を認めた後、操

舵室後方の布で仕切られた場所にあるビルジ警報装置の配線用遮断器

（ブレーカー）を確認したところ、配線用遮断器が落ちていたことを

認め、航行中、船体の動揺等により配線用遮断器に人又は物が接触

し、落ちた可能性があると思った。 

船長は、これまでの航海で、機関室内のビルジ液面が高位になった

ときにビルジ警報が鳴っていたので、ビルジ警報装置は異常なく作動

していると思っており、ビルジ警報装置の定期的な点検を行っていな

かった。 

船長及び乗組員４人は、退船時、救命胴衣を着用していた。 

船長は、これまで船長職をとることができる乗組員を雇い、自らは

機関長として乗船して本船を運航していたが、出航時に雇っていた船

長が病気で乗船できず、代わりの船長を探したが見付からなかったの

で、本船の操船経験のある自らが船長と機関長の両職務を行うことと

して出航した。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）によ

れば、沿海区域の境界からその外側８０Ｍ以遠の水域を航行する帆船

以外の小型船舶は、小型船舶操縦者のほか、機関長として、六級海技

士（機関）の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受け
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た者を乗船させることとされている。 

また、船員法等によれば、本航海を行う場合、船舶所有者は、証印

を受けている甲板部航海当直部員を３人搭乗させる必要があったが、

本船に乗り組んでいた甲板部航海当直部員は、船長を含め２人であっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

本船は、フィリピン共和国ミンダナオ島北東方沖を航行中、機関室

に浸水して沈没したものと考えられるが、本船が沈没しており、機関

室内に浸水した経緯等を明らかにすることはできなかった。 

船長は、ビルジ警報装置の配線用遮断器が落ちていたことから、ビ

ルジ警報が鳴らず、機関室に浸水が生じていたことに早期に気付かな

かったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、フィリピン共和国ミンダナオ島北東方沖を航行

中、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長及び機関長は、機関室のビルジ液面高位警報装置の配線用遮

断器の点検を定期的に行い、確実に配線用遮断器が入っているこ

とを確認すること。  

・船舶所有者等は、法令に定められた乗組み基準に従い、有効な海

技免状等を有する乗組員を船舶に乗り組ませること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図を加工して制作 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                （船長提供） 


